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新潟県生活と健康を守る会連合会 

〒950‐0088 新潟市中央区万代1-2-６-
403  
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一人はみんなのために 

みんなは一人のために 

全生連・全国生活と健康を守る会

連合会は、９月１８・１９日に行う

第４５回全国大会に向けて、会員と

「守る新聞」読者を増やす「特別月

間」に取組んでいます。新潟県生連

では、あと会員３０世帯、読者６５

人を増やそうと、各地の守る会が頑

張っています。あなたも、知り合い

を役員や事務所に紹介してくださ

い。入会や新聞購読をすすめてくだ

さい。 

 ９月４日午後、野本新潟県生連会長

と吉田副会長は、つながりのあるお宅

を５軒訪問し、２人の会員と新聞読者

を増やしました（２件留守、１件は断

り）。 

 “ちょっと様子見”で寄った８０歳代

のご夫婦宅では、「待っていた、相談

に行こうと思っていた」と真剣な表情

で迎えられました。夫の弟が近くへ

戻ってきた。年金は６万円程で車いす

の生活。生活費も医療費もかかるがお

金がない。生活保護は受けられるか。

矢継ぎ早に質問されました。生活保護が利用できて保護費が支給され、医療費、介

護保険は無料に、固定資産税が免除になると話すと、「不安ばかりで夜も眠れな

かった、これで安心」と入会。野本会長と一緒に保護申請に行くことにしました。 

次は、７０歳代の飲食店経営者を訪問。「コロナでお客が減り、年金では生活で

きないので生活保護を受けたい」と話しました。「１３００円会費は高いね」との

話に、守る会は労働組合のようなもの。力を合わせて暮らしを守っています。市や

県、国にも交渉できる頼りになる会。ですから事務所もあり、職員もいると話す

と、「それならわかった」と快く入会しました。 
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納得いかないときは 

審査請求を 
 

質問 生活保護を利用する４０歳代の人から相談がありました。障害年金と児童扶養

手当をもらっていましたが、役所から間違って多く支給したので６０万円を返すよう

に、との連絡がありました。話し合いで１０００円を６００回月賦で返すことになっ

たが、納得がいかないので審査請求はできるのでしょうか。 

回答 利用者の立場に立ったまれにみる寛大な対応です。しかし、すべて役所のミス

によるもの。自立更生に必要となる生活や進学費は、返済額から差し引くことができ

ます。審査請求は返済が決定日の翌日から３カ月以内にしなければなりません。 

総裁選の報道に“うんざり” 
自民党の政治を終わらせよう 
              新潟市東区 内藤絢子 

 

 テレビをつけると自民党の総裁選ばかりで嫌になりま

す。 

「裏金」事件と統一協会問題の責任を取るための総裁選の

はずです。どの人も、企業団体献金（賄賂）の中止、統一

協会と手を切るとは言いません。減らした年金や生活保護

費を引き上げる、消費税減税も言いません。 

 言っているのは、１２月に保険証を廃止、自衛隊を軍隊

にするための憲法「改正」等ばかり。国民生活に無関心

で、戦争の道をすすめる自民党政治は、終わらせる以外に

ありません。待ちに待ったそのチャンスが、秋に行われる

総選挙です。 

全生連全国大会に 

 参加します 

●代議員  

青木浩一 上越 

斎藤正直 村上 

塩川達夫 新潟 

野本孝子 県生連 

●全国役員 

倉島智恵子 

野沢慎一郎 

吉田松雄 


